
鹿屋市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり

親世帯分）支給事業実施要綱の一部を改正する要綱 

鹿屋市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世

帯分）支給事業実施要綱（令和３年鹿屋市告示第255号）の一部を次のように改正

する。 

題名中「鹿屋市低所得の子育て世帯」を「鹿屋市令和５年度低所得の子育て世帯」

に改める。 

第１条中「令和４年５月24日付け子発0524第１号厚生労働省子ども家庭局長通知）

に基づき、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、」を「令和５

年４月10日付けこ支家第13号こども家庭庁支援局長通知）に基づき、食費等の物価

高騰の影響を受けて損害を受けた」に改める。 

第２条第１号中「市は」を「市長は」に、「令和４年４月分」を「令和５年３月

分」に改め、同条第２号中「令和４年４月分」を「令和５年３月分」に、「令和元

年」を「令和３年」に改め、同条第３号中「令和４年４月分」を「令和５年３月分」

に、「新型コロナウイルス感染症」を「食費等の物価高騰」に改め、同条第４号中

「分）の支給について（令和４年５月24日付け子発0524第１号厚生労働省子ども家

庭局長」を「以外の低所得の子育て世帯分）の支給について（令和５年４月10日付

けこ支家第14号こども家庭庁支援局長」に改め、同条第５号の表中「令和４年４月

１日」を「令和５年３月１日」に改め、「又はこれと同様の事情にあると認められ

る児童」を削り、「令和２年度予備費閣議決定日」を「令和４年度予備費閣議決定

日（令和５年３月28日）」に改める。 

第４条第１項中「市は」を「市長は」に改め、同条第２項中「低所得の子育て世

帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）受給拒否の届出書」を「令和５年度低所

得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）受給拒否の届出書」に改め、

同条第３項中「令和４年６月３日」を「市長が別に定める日」に改める。 

第５条第１号中「令和４年４月分」を「令和５年３月分」に改め、同条第２号中

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）

支給口座登録等の届出書」を「令和５年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯

生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）支給口座登録等の届出書」に改める。 

第６条第２項中「令和５年２月28日」を「令和６年２月29日」に改める。 



第７条第１項中「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯分）申請書」を「令和５年度低所得の子育て世帯に対する子育て世

帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）申請書」に改め、同条第４項中「及び」

を「並びに」に、「、給与明細書」を「及び給与明細書」に改める。 

第11条第２項中「令和４年４月分」を「令和５年３月分」に、「令和５年３月31

日」を「令和６年３月29日」に改め、同条第３項中「令和５年３月31日」を「令和

６年３月29日」に改める。 

 別記第１号様式から第４号様式までを次のように改める。 

 



別記 

第１号様式（第４条様式） 

 



第２号様式（第５条関係） 

  



第３号様式（第７条様式） 



 



  



 



第４号様式（第７条関係） 

 

  



  



 

  



 

  



  



 

  



  



 

  



 

  



 

  



  



 



 



附 則 

１ この要綱は、令和５年４月17日から施行する。 

２ 鹿屋市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親

世帯分）支給事業の実施に必要な準備行為は、前項の規定にかかわらず、この要

綱の施行の日前においても行うことができる。 


